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ワクチン接種
新型コロナウイルスワクチンの追加（３回目）接種がはじまります

問合せ　ワクチン接種ひたちコールセンター　☎ 050-3646-5466（直通）　FAX　85-8010

　新型コロナウイルスワクチンについて、国は、２回目接種を終了した 18 歳以上の方のうち、２回目接
種から８か月以上経った方を対象に、追加（３回目）接種を行うこととしました。
　市でも、今年４月までに２回目接種を終了した方（主に医療従事者）から、追加接種を開始します。　
　対象となる方には、2 回目の接種を受けた日から８か月を目安に、順次、「接種券一体型予診票」と「予
防接種済証」をお送りしますので、申請などは必要ありません。
　＊なお、追加接種を受けるため申請が必要な方もいますので、下記をご確認ください。

▶ 接種券一体型予診票
　接種券と予診票が一体となっています。

接種券

▶ 予防接種済証
　3 回目の接種を受けた後の証明となります。
　1・2 回目の接種歴も記載されています。

■ 追加（３回目）接種を受けるため申請が必要な方
１　申請が必要な方
　 　次の方が追加接種を希望される場合は、「接種券一体型予診票」と「予防接種済証」の発行申請が必要となります。
　①２回目接種のとき、住民票所在地が日立市外だった方
　②海外で国内承認ワクチンを２回接種した方
　③海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で国内承認ワクチンを２回接種した方
　④在日米軍従業員接種で国内承認ワクチンを２回接種した方
　⑤製薬メーカーの治験において国内承認ワクチンを２回接種した方
　⑥ ワクチン接種記録システム（VRS）に接種情報が登録されていない、接種実施機関による登録が遅

れた、登録内容に誤りがあるなどの理由により、８か月が過ぎても書類が届かない方

２　申請方法
　　原則、郵送または窓口で行ってください。後日、「接種券一体型予診票」と「予防接種済証」を郵送します。
　①郵送申請
　　申請書（市のホームページからダウンロードできます）に必要書類を添えて下記に郵送
　　 　　 〒 317-0065   助川町 1-15-15   保健センター内「新型コロナウイルスワクチン接種対策チーム」
     　     ＊ 必要な書類など、詳しくは、市のホームページ（右記 QR）をご覧いただくか、 コー

ルセンターにお問い合わせください。
　②窓口申請　
　　ところ：日立市役所 1 階、多賀市民プラザ 1 階、日立市保健センター 1 階
　　受付時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土・日曜日、祝日：午前 9 時～午後 5 時）
　　なお、年末年始（12 月 29 日㈬～１月３日㈪）は休業となります。
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PCR 検査

対象　無症状の方で、検査を希望する市民のかた
　＊ 回数制限なし。濃厚接触者などで、行政検査

の対象者及び既陽性者の陰性確認は除く。
検 査方法　だ液によるＰＣＲ検査（自宅で採取し

ただ液（検体）を提出）を行います。詳しくは、
予約後に通知します。

提 出場所　保健センター　＊３密を回避するため
に提出時間を指定します。

自己負担金　2,000 円
＊ 提出日当日のお支払いとなります。生活保護を受

けている方または世帯の全員が市・県民税非課
税の方は無料（予約の際にお申し出ください）。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び症状の重症化を予防するために、全ての市民を対象に、本人希望による
検査費用の一部を助成します。

【１月の検査日・予約締切日】

検査日 予約締切日
（午後５時まで） 検査日 予約締切日

（午後５時まで）

１月 ５ 日㈬ 12 月 24 日㈮ １月 24 日㈪ １月 17 日㈪

１月 12 日㈬ １月 ５ 日㈬ １月 26 日㈬ １月 19 日㈬

１月 17 日㈪ １月 11 日㈫ １月 31 日㈪ １月 24 日㈪

１月 19 日㈬ １月 12 日㈬

申 し込み　電話で、健康づくり推進課　TEL 21-3300 へ

元気応援事業
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が長引く中、困難な状況にあっても頑張る方々を応援するため、
おこめ券とマスクを配布します。

申し込み　不要です（対象となる方には、12 月上旬にお知らせが届きます。）
配布方法　12 月下旬から郵送します。
問合せ　日立市元気応援事業実行委員会（社会福祉課内　内線 391）

区分 要件 応援内容
歳末たすけあい配分事業の特別
援護を受けた世帯 令和３年度事業の受給世帯

【１世帯当たり】
▪おこめ券 20 枚
　(8,800 円分 )
▪マスク 30 枚

個人向け緊急小口資金等の特例
貸付を受けた世帯

令和３年中に貸付を申請した世帯
＊不決定となった世帯を除きます。

住居確保給付金を受給した世帯 令和３年中に支給を申請した世帯
＊不決定となった世帯を除きます。

児童扶養手当を受給している　
世帯 ( ひとり親世帯 )

令和３年 12 月分手当の受給世帯
＊  12 月 28 日までに受給の決定を受けた世帯に限ります。

自立支援金を受給した世帯 令和３年中に支給を申請した世帯
＊不決定となった世帯を除きます。

対象
①市内在住で、次のいずれかに該当する世帯

区分 要件 応援内容

就学援助受給世帯の児童生徒 令和３年 12 月 28 日までに受給対象となる児童生徒 【１人当たり】
▪おこめ券 10 枚
　(4,400 円分 )
▪マスク 30 枚

市内児童養護施設に在籍する　
児童生徒 令和３年 12 月 28 日までに入園する児童生徒

②市内在住で、次のいずれかに該当する児童生徒


